
寄付金の収益の認識と
寄付金控除

1
�
は
じ
め
に

企
業
会
計
で
は
、
収
益
の
認

識
は
実
現
主
義
の
原
則
に
従

い
、
商
品
等
の
販
売
又
は
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
に
よ
っ
て
実
現
し

た
も
の
を
収
益
に
計
上
す
る
。

し
か
し
、
寄
付
金
は
、
寄
付
者

に
対
す
る
販
売
や
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
が
な
く
、
実
現
主
義
の
原

則
に
よ
り
収
益
に
計
上
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
受
取
寄
付
金

の
収
益
の
計
上
基
準
に
つ
い
て

は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
会
計
基
準

で
、
従
来
、「
実
際
に
入
金
し

た
時
に
収
益
に
計
上
す
る
」
と

し
て
い
た
。
寄
付
金
は
、
相
手

側
か
ら
一
方
的
に
贈
与
を
受
け

る
性
格
の
も
の
で
あ
る
た
め
、

贈
与
契
約
が
成
立
し
た
と
し
て

も
、
撤
回
さ
れ
る
可
能
性
が
あ

る
。
そ
の
た
め
、
契
約
が
成
立

し
た
こ
と
を
も
っ
て
確
定
し
た

と
は
言
え
ず
、
実
際
に
入
金
し

た
時
に
収
益
に
計
上
す
る
こ
と

と
し
て
い
た
。

2
0
1
7
年
12
月
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
会
計
基
準
が
改
正
さ
れ

た
。
改
正
の
最
大
の
目
玉
は
、

受
取
寄
付
金
の
収
益
の
認
識
に

つ
い
て
で
あ
る
。
受
取
寄
付
金

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
改
正

が
さ
れ
た
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
会
計
基
準
第

13
項

受
取
寄
付
金
は
、
確
実
に

入
金
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
場
合
に
収
益

と
し
て
計
上
す
る
。

そ
し
て
、
受
取
寄
付
金
に
つ

い
て
の
Ｑ
＆
Ａ
を
8
つ
新
設
し
、

受
取
寄
付
金
の
会
計
処
理
に
つ

い
て
明
確
に
し
た
。

な
ぜ
受
取
寄
付
金
の
収
益
の

認
識
に
つ
い
て
改
正
が
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
会

計
基
準
の
改
正
内
容
と
、
そ
の

狙
い
を
説
明
し
、
所
得
税
に
お

け
る
寄
付
金
控
除
と
の
関
係
を

考
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

2
�
受
取
寄
付
金
の
収
益
の
認
識

受
取
寄
付
金
の
収
益
の
認
識

に
つ
い
て
、
従
来
の
現
金
主
義

か
ら
「
確
実
に
入
金
さ
れ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に

収
益
と
し
て
計
上
す
る
」
と
改

正
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
寄

付
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン

グ
を
利
用
し
て
の
寄
付
な
ど
、

新
た
な
寄
付
の
方
法
が
普
及

し
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
実
際

の
入
金
前
で
あ
っ
て
も
入
金
が

確
実
で
あ
る
取
引
も
あ
り
、

「
実
際
に
入
金
し
た
と
き
」
に

収
益
認
識
を
行
う
と
い
う
基
準

で
は
、
取
引
の
経
済
実
態
を
表

す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
入
金
の
確
実
性

が
あ
る
も
の
に
関
し
て
、
未
収

計
上
が
で
き
る
よ
う
に
改
正
が

さ
れ
た
。
た
だ
し
、
入
金
の
確

実
性
だ
け
で
な
く
、
寄
付
の
意

思
の
確
定
時
期
（
贈
与
契
約
の

成
立
時
期
）
に
よ
っ
て
計
上
す

べ
き
会
計
期
間
が
決
ま
る
こ
と

に
変
更
は
な
い
ⅰ
。

例
え
ば
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上

で
寄
付
の
意
思
表
示
を
し
、
そ

の
支
払
い
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
で
行
う
場
合
、
寄
付
を
受
け

た
法
人
の
銀
行
口
座
等
に
入
金

に
な
る
の
は
、
通
常
1
〜
2
か

月
後
に
な
る
。
従
来
は
、
法
人

へ
の
入
金
時
に
収
益
に
計
上
を

し
て
い
た
。
し
か
し
、
債
権
譲

渡
契
約
に
よ
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
の
場
合
ⅱ
に
は
、
寄
付
者

が
寄
付
を
し
た
段
階
（
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
上
で
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
の
情
報
を
入
力
し
て
ク
リ
ッ

ク
し
た
段
階
）
で
、
法
人
か
ら

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
に
債

権
譲
渡
が
行
わ
れ
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
会
社
か
ら
法
人
に
入

金
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
に
な

る
。
そ
の
た
め
、
改
正
後
の
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
会
計
基
準
で
は
、
寄

付
者
が
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で

決
済
を
行
っ
た
時
点
で
収
益
に

計
上
す
る
。
仮
に
寄
付
者
の
預

金
口
座
の
残
高
が
不
足
し
て
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
へ
の

引
き
落
と
し
が
で
き
な
い
事
態

が
発
生
し
た
と
し
て
も
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
か
ら
法
人

へ
の
入
金
の
不
履
行
や
返
金
の

請
求
は
起
こ
ら
な
い
ⅲ
。

ま
た
、
最
近
で
は
、
ク
ラ
ウ

ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
利
用
し

て
寄
付
を
集
め
る
ケ
ー
ス
が
増

え
て
い
る
ⅳ
。
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ

ン
デ
ィ
ン
グ
で
は
、
通
常
、
あ

る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
し
て
、

法
人
が
寄
付
の
目
標
金
額
を
設

定
す
る
。
そ
し
て
、
目
標
金
額

に
達
成
し
た
場
合
に
の
み
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
は
成
立
し
、
ク
ラ
ウ

ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
仲
介
会

社
か
ら
法
人
に
入
金
さ
れ
る
。

目
標
金
額
に
達
す
る
前
は
入
金

が
確
実
で
は
な
く
、
目
標
金
額

に
達
成
し
た
段
階
で
入
金
が
確

実
に
な
る
の
で
、
そ
の
段
階
で

収
益
に
計
上
す
る
。
目
標
を
達

成
さ
れ
た
の
は
事
業
年
度
終
了

前
で
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ

ン
グ
仲
介
会
社
か
ら
法
人
に
入

金
さ
れ
る
の
は
事
業
年
度
終
了

後
で
あ
る
場
合
、
未
収
計
上
を

す
る
ⅴ
。

た
だ
し
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
に
よ
る
寄
付
、
ク
ラ
ウ
ド
フ

ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
る
寄
付
の

い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
金
額
や

件
数
が
些
少
で
あ
る
な
ど
、
重

要
性
が
乏
し
い
場
合
に
は
、
入

金
時
に
収
益
に
計
上
す
る
こ
と

も
認
め
ら
れ
て
い
る
ⅵ
。

3
�
寄
付
金
控
除
と
の
関
係

今
回
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
会
計
基

準
の
改
正
と
、
所
得
税
法
に
お

け
る
寄
付
金
控
除
の
関
係
を
ど

の
よ
う
に
整
理
す
れ
ば
い
い
だ

ろ
う
か
。
受
取
寄
付
金
を
未
収

計
上
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
の

計
上
し
た
日
で
領
収
書
を
発
行

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
例
え
ば
、
12
月
に
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
で
寄
付
を
し
た
場

合
で
、
法
人
に
入
金
さ
れ
る
の

は
1
月
以
降
に
な
っ
た
と
き

に
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
寄

付
を
し
た
日
付
で
寄
付
金
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う

か
。現

在
、
学
校
法
人
、
社
会
福

祉
法
人
、
公
益
社
団
・
財
団
法

人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
寄
付
を

受
け
る
法
人
で
は
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
に
よ
る
寄
付
に
つ
い

て
、
寄
付
金
控
除
の
領
収
書
の

受
領
日
は
、
寄
付
者
が
寄
付
を

し
た
日
や
カ
ー
ド
決
済
口
座
か

ら
の
振
替
日
で
は
な
く
、
法
人

へ
の
入
金
日
と
し
て
い
る
こ
と

が
多
い
ⅶ
。

所
得
税
法
第
78
条
の
寄
付
金

控
除
の
規
定
は
以
下
の
と
お
り

で
あ
る
。

「
居
住
者
が
、
各
年
に
お

い
て
、
特
定
寄
附
金
を
支

出
し
た
場
合
に
お
い
て
、

第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
が

第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を

超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超

え
る
金
額
を
、
そ
の
者
の

そ
の
年
分
の
総
所
得
金

額
、
退
職
所
得
金
額
又
は

山
林
所
得
金
額
か
ら
控
除

す
る
。」（
以
下
省
略
）

「
特
定
寄
附
金
を
支
出
し
た

場
合
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
寄
付
金
控
除
は
現
金
主

義
が
適
用
さ
れ
る
と
解
釈
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。

一
方
で
、
寄
付
金
控
除
と
同

様
に
現
金
主
義
が
適
用
さ
れ
る

と
さ
れ
て
い
る
医
療
費
控
除
に

つ
い
て
は
、
国
税
庁
の
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
で
、
以
下
の
こ
と
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
ⅷ
。

歯
科
医
に
対
す
る
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
の
立
替

払
は
、
信
販
会
社
が
患
者

に
代
わ
っ
て
医
療
費
を
支

払
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す

か
ら
、
信
販
会
社
が
立
替

払
を
し
た
時
（
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
支

払
っ
た
時
）
に
患
者
が
医

療
費
を
支
払
っ
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

会
社
が
立
替
払
を
し
た
金

額
は
、
そ
の
患
者
の
そ
の

立
替
払
を
し
た
年
の
医
療

費
控
除
の
対
象
と
な
り
ま

す
。

医
療
費
控
除
に
つ
い
て
は
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
利
用
日
で

医
療
費
控
除
が
適
用
さ
れ
る
こ

と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ふ
る
さ
と
納
税
は
、

税
制
上
は
地
方
公
共
団
体
へ
の

寄
付
金
で
あ
り
、
所
得
税
法
で

は
所
得
控
除
の
寄
付
金
控
除
が

適
用
さ
れ
る
が
、
様
々
な
自
治

体
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
利
用
日
を
受
領

日
と
し
て
寄
付
金
控
除
の
領
収

書
を
発
行
す
る
旨
が
記
載
さ
れ

て
い
る
。
全
国
の
地
方
自
治
体

が
行
う
ふ
る
さ
と
納
税
の
ポ
ー

タ
ル
サ
イ
ト
で
あ
る
ふ
る
さ
と

チ
ョ
イ
ス
で
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
で
の
寄
付
に
つ
い
て
、

以
下
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い

る
ⅸ
。

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済

の
場
合
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
で
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
決
済
を
行
っ
た
日
を
受

領
日
と
す
る
ケ
ー
ス
が
多

い
も
の
の
、
自
治
体
に
よ

っ
て
は
自
治
体
へ
の
入
金

日
を
受
領
日
と
す
る
ケ
ー

ス
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
決
済
で
あ
っ
て
も
12
月

31
日
以
前
に
締
め
切
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
な
ど
の
民
間
非
営
利
団

体
に
つ
い
て
も
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
利
用
日
を
受
領
日
と
し

て
寄
付
金
控
除
の
領
収
書
を
発

行
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
重

要
性
が
乏
し
い
場
合
や
、
法
人

の
何
ら
か
の
事
情
で
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
の
利
用
日
で
領
収
書

を
発
行
す
る
こ
と
が
難
し
い
場

合
に
は
、
入
金
日
で
領
収
書
を

発
行
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る

と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

ⅰ

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
会
計
基
準
協
議

会
『
2
0
1
7
年
12
月
12
日
「
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
会
計
基
準
の
一
部
改

正
に
つ
い
て
』
よ
り

ⅱ

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る

寄
付
は
債
権
譲
渡
契
約
が
大
部

分
で
あ
る
。

ⅲ

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
会
計
基
準

実

務
担
当
者
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

Ｑ
13
―
2

ⅳ

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

と
は
、
様
々
な
理
由
で
お
金
を

必
要
と
す
る
人
や
団
体
に
対

し
、
共
感
し
た
人
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
支
援
を
す

る
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
多

数
の
人
か
ら
資
金
を
募
る
仕
組

み
を
い
う
。

ⅴ

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

に
は
、
寄
付
金
額
が
法
人
が
目

標
と
し
た
金
額
に
達
し
た
場
合

に
限
り
成
立
す
る
タ
イ
プ
の
も

の
（A

ll
o
r
N
o
th
in
g

型
）

と
、
目
標
金
額
の
達
成
に
関
わ

ら
ず
成
立
す
る
タ
イ
プ
の
も
の

（A
ll
In

型
）
の
2
種
類
の
仕

組
み
が
あ
る
が
、A

ll
o
r
N
o

th
in
g

型
を
前
提
に
説
明
し
た
。

ⅵ

今
回
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
会
計
基

準
の
改
正
で
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
に
よ
る
寄
付
や
ク
ラ
ウ

ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
る
寄

付
の
他
に
も
、
換
金
目
的
の
寄

付
、
返
礼
品
の
あ
る
寄
付
、
遺

贈
寄
付
な
ど
に
つ
い
て
、
会
計

処
理
の
考
え
方
が
示
さ
れ
た
。

ⅶ

例
え
ば
、
公
益
財
団
法
人
日

本
ユ
ニ
セ
フ
協
会
で
は
、
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
上
で
、「
ま
た
、
領
収

日
は
、
お
申
し
込
み
受
付
日
や

カ
ー
ド
決
済
口
座
か
ら
の
振
替

日
で
は
な
く
、
日
本
ユ
ニ
セ
フ

協
会
入
金
日
付
け
と
な
り
ま
す
。

よ
っ
て
、本
年
9
月
下
旬
以
降
に

お
申
し
込
み
い
た
だ
い
た
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
募
金
の
領
収
書

は
、
翌
年
の
日
付
で
発
行
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
あ
ら

か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。」
と

ア
ナ
ウ
ン
ス
し
て
い
る
。（h

tt

p
s://w

w
w
.u
n
ice
f.o
r.j

p
/q
a
/sq
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.h
tm
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ア
ク
セ
ス

ⅷ

国
税
庁

確
定
申
告
に
関
す

る
手
引
き
等

№
1
1
2
8

『
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る

歯
の
治
療
費
の
具
体
例
』

3

歯
の
治
療
費
を
歯
科
ロ
ー
ン

や
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
よ
り
支
払
う

場
合（
注
）（h

ttp
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